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市 町 村 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 状 況 
 

平成２８年１２月２７日 
千葉県総務部市町村課 
電話 0 4 3 - 2 2 3 - 2 1 3 8 

 

 

 
 

＜地方公務員の勤務条件を定めるに当たっての原則＞ 

地方公務員法第２４条第４項は「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに 

当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなけ

ればならない」と定めています。 

 

 

１ 勤務時間の状況（平成２８年４月１日現在） 

   

 

 

＜勤務時間の改定について＞ 

国家公務員は平成２１年４月１日から、千葉県職員は平成２１年９月１日から勤務時間が１日７時間 

４５分・週３８時間４５分になりました。 

 

２ 時間外勤務代休時間の導入状況（平成２８年４月１日現在） 

 

 

 

＜時間外勤務代休時間について＞ 

時間外勤務代休時間は、月 60時間を超えて時間外勤務をした職員に対して、労働基準法第 37

条に基づき割増率を引き上げて時間外勤務手当を支給することに代えて、代休時間を職員に与える

制度です。 

  

このたび、県内市町村（千葉市を除く５３団体）における制度の状況に     

ついて取りまとめたので公表します。 

勤務時間については、県内市町村（千葉市を除く）の全団体が国や県と同様

に１日７時間４５分・週３８時間４５分勤務となっています。 

県内市町村（千葉市を除く）の全団体で時間外勤務代休時間を導入していま

す。 
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３ 年次休暇の使用状況（平成２７年（度）） 

 

 

 

○県内市町村の年次休暇の使用状況 

 区 分      年 ( 度 ) 平成２７年（度） 

市 １１．０日（前年度と同様） 

町村 ７．９日（前年度▲０．２日） 

市町村全体 １０．８日（前年度と同様） 

＜国と千葉県の状況＞ 
 国家公務員（一般職の非現業）の平均使用日数は13.5日(平成27年数値)、千葉県職

員（知事部局）の平均使用日数は 10.7日（平成 27年度数値）です。 

 

４ 病気（療養）休暇（平成２８年４月１日現在） 

 

 

 

○病気（療養）休暇の期間及び給与の扱い（平成２８年４月１日現在） 

病気（療養）休暇の期間 給与の扱い 
団体数 

市 町村 計 

９０日以内又は３か月以内 
休暇中の給与の減額なし 
（国と同じ） 

２７ １５ ４２ 

必要最小限度の期間 
期間が９０日を超えると半減 
（県と同じ） 

９ ２ １１ 

合   計 ３６ １７ ５３ 

 

 

  

年次休暇は、年（又は年度）最大２０日が有給で付与されますが、年次休

暇の平均使用日数は、市が１１.０日、町村が７．９日、全体で１０．８日と

なっています。 

病気（療養）休暇の期間を具体的な期間として設定している団体は４２団体

（２７市１５町村）、明確な基準を定めず必要最小限度の期間としている団体

は１１団体（９市２町）となっています。 
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５ 特別休暇 

（１）夏季休暇（平成２８年４月１日現在） 

 

 

 

○県内市町村の付与日数の状況（平成２８年４月１日現在） 
  付与日数 

区分 
８日 ７日 ６日 ５日 ３日 計 

市 １０ １５ ８ ３ ０ ３６ 

町村 ０ ３ ３ １１ ０ １７ 

計 １０ １８ １１ １４ ０ ５３ 

＜千葉県の状況＞      

付与日数は、６日です。 
 

（２）リフレッシュ休暇・永年勤続休暇（平成２８年４月１日現在） 

 

 

 

○県内市町村の付与日数の状況（平成２８年４月１日現在） 
付与 
日数 

区分 

20 

日 

13 

日 

11 

日 

10 

日 

９ 

日 

８ 

日 

７ 

日 

６ 

日 

５ 

日 

３ 

日 

２ 

日 

制度 

無し 

計 

市 １ ４ ３ ２ ５ ４ ４ ６ １ ３ １ ２ ３６ 

町村 ０ ０ ０ ０ ２ ３ ０ ２ １ １ ０ ８ １７ 

計 １ ４ ３ ２ ７ ７ ４ ８ ２ ４ １ １０ ５３ 

※ 上記の付与日数は、職員が定年まで勤務した場合に付与される日数を通算した日数です。 
 
＜国と千葉県の状況＞ 

国においては、同様の制度はありません。 
千葉県においては、勤続１０年及び２０年でそれぞれ２日、３０年で３日（計７日）の休暇が付与  

されます。 

 

  

夏季休暇は、県内市町村（千葉市を除く）の全団体で制度化されています。 

また、全５３団体（３６市１７町村）が、国の付与日数（３日）を上回って

います。 

リフレッシュ休暇・永年勤続休暇を制度化している団体は、４３団体  

（３４市９町）です。このうち、付与日数が最も長い団体は、銚子市（２０

日）となっています。 
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６ 育児休業 

（１）育児休業の取得状況（平成２７年度） 

 

 

 

 

 
 
○育児休業等の取得者数（平成２７年度）              （単位：人） 

区     分 育児休業 育児短時間勤務 部分休業 合   計 

男
性
職
員 

新規取得 ２３ １ ９ ３３ 

継続取得 ７ ０ ４ １１ 

計 ３０ １ １３ ４４ 

女
性
職
員 

新規取得 ５８４ ２０ ２３７ ８４１ 

継続取得 ７７７ １２ ３４５ １，１３４ 

計 １，３６１ ３２ ５８２ １，９７５ 

合計 新規取得 ６０７ ２１ ２４６ ８７４ 

継続取得 ７８４ １２ ３４９ １，１４５ 

計 １，３９１ ３３ ５９５ ２，０１９ 

＜育児短時間勤務について＞ 

子を養育するため、正規の勤務時間よりも短い勤務形態により、職員が希望する日又は時間帯に 

おいて勤務することができる制度です。国家公務員は平成１９年８月１日から、 千葉県職員は平成 

２０年４月１日から育児短時間勤務制度が導入されました。 

（例）週３８時間４５分・１日７時間４５分勤務の一般職員の場合、いずれかの勤務形態 

・週１９時間３５分（月～金において週５日、１日３時間５５分勤務） 

・週２４時間３５分（月～金において週５日、１日４時間５５分勤務） 

・週２３時間１５分（月～金において週３日、１日７時間４５分勤務） 

・週１９時間２５分（月～金において週３日、うち２日は１日７時間４５分勤務、うち１日は 

１日３時間５５分勤務） 

＜育児のための部分休業について＞ 

子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日２時間を超えない範囲内で 

勤務しないことができる制度です。 

 

○平成２７年度中に新たに育児休業等が可能となった職員数     （単位：人） 

区     分 

平成２７年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数 

 
うち育児休 

業取得者数 

うち育児短時間

勤務取得者数 

うち部分休業 

取得者数 

県内市町村 

（指定市除く） 

男性職員 ７９０ 
２１ 

（２．７％） 
１ １ 

女性職員 ６５６ 
５７８ 

（８８．１％） 
３ ５８ 

計 １，４４６ 
５９９ 

（４１．４％） 
４ ５９ 

※「育児休業取得」の（ ）は取得率。 

県内市町村（千葉市を除く）で、育児休業等（育児休業、育児短時間勤務、

部分休業の合計）を取得した職員数は、２，０１９人（前年度比３１人増）   

であり、このうち男性職員は４４人（前年度比９人増）、女性職員は     

１，９７５人（前年度比２２人増）となっています。 

 なお、平成２８年４月１日現在、育児短時間勤務制度を導入している団体は、

４４団体となっています。 
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（２）地方公務員育児休業法の改正（平成２３年４月１日施行）に伴う非常勤職員

の育児休業制度の導入に係る条例の改正状況（平成２８年４月１日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 ○県内市町村における条例改正の状況（平成２８年４月１日現在） 

  （一般職非常勤職員の任用が有る３８団体） 
 

区  分 
条例改正済み 条例未改正 

平成 28年 4月 1日までに 
改正済みの団体数 

平成 28年度中に改正条例
案を議会に提出予定 

時期未定 

育児休業を 
導入する 
ための改正 

１８ ２ １８ 

部分休業を 
導入する 
ための改正 

１５ ２ ２１ 

 

※ 請求時に次のいずれにも該当する非常勤職員 

①任命権者を同じくする官職（特定官職）に引き続き在職した期間が１年以上である者 

②子の１歳到達日（１歳の誕生日の前日）を超えて特定官職に引き続き在職することが見込まれる者 

（１歳到達日から１年を経過する日までの間に任期が満了し、その任期が更新されないこと及び

特定官職に引き続き採用されないことが明らかである者を除く。） 

③１週間の勤務日が３日以上である者又は１年間の勤務日が１２１日以上である者 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正（平成２３年４月１日施行） 

により、一定の非常勤職員(※)について、育児休業を取得することができるよう

になりました。 

 県内市町村（千葉市を除く）では、一般職非常勤職員の任用が有る３８団体

のうち、平成２８年４月１日時点で１８団体（部分休業は１５団体）において

育児休業を導入するための条例改正がなされています。 


